
 

 
 

 

 

 

 

 

 

①身体障がい者 

※視覚障がい者は、弱視のみ（条件有り） 

条件は、体験をして頂き利用の可否を 

判断させて頂きます。 

②知的障がい者   ③精神障がい者 

 

 

 

 

 

 

 

〒８４９－０９３６ 

佐賀県佐賀市鍋島町大字森田９０３番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ＪＲ佐賀駅から佐賀市営バス 

  「中折・クレオパーク鍋島線」乗車、 

   クレオパーク鍋島北バス停下車 ５0m  

 

◆ ＪＲ鍋島駅から １．３Ｋｍ 

※事業の都合により、土日祝日に営業す

ることもあります。 

◆ 

営 業 時 間／９：００～１８：００ 

◆サービス提供時間／９：３０～１６：３０ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

佐賀情報ビジネス 

案 内 図 指定障がい福祉サービス事業所 

就労継続支援Ｂ型 

見学・体験のお申込みは、こちらへ！ 

 

就労継続支援Ｂ型事業所 

でんでんむし 

運 営 主 体 

０９５２（３４）４１５０ 
０９５２（２０）０４０７ 

■ 営 業 日・・・月曜日～金曜日 

（指定した土曜日・国民の祝日を含む） 

※毎月の事業所カレンダーによる。 

■ 営 業 時 間・・・ ９時～１８時 

■ サービス提供時間・・・１０時～１５時 

障がいを抱えた方の社会

的自立を支援します！！ 

有限 

会社 

主たる対象者 

GS ﾌｫﾙｸｽ 
ﾜｰｹﾞﾝ 

至 佐大 
医学部 

ｳｴｽﾄ 三九 

ﾗｰﾒﾝ 

江頭 
団地 

森田 江里口 東新庄 

ｸﾚｵﾊﾟｰｸ 

鍋島 

佐賀情報 

ビジネス 

208 

248 
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鍋島駅 

北島 
 江頭団地入口 

ここです！ 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 間 内 容 

９：５０～１０：００ 朝礼・準備 

１０：００～１２：００ 作業時間 

１２：００～１３：００ 昼休み 

１３：００～１４：４０ 作業時間・片付け 

１４：４０～１４：５０ 休憩（ティータイム） 

１４：５０～１５：００ 清掃 

１５：００ 終礼 

１【美化活動】 

利用者のみなさんと毎月初めの開所日
に事業所内外の清掃をしています。 

 

 

 

２【防災活動（避難訓練）】 

利用者のみなさんと毎年１回非常事態を

想定した避難訓練を実施しております。 

● 企業からの請負（受託）作業 

 

 

 

 

● パソコン作業 

 

 

 

 

● 自社商品作業（販売会出店含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 洗車作業 

 
 

 

 

 

レクリエーション 

１日のスケジュール 

１【見学】 

 ・気になったらまず見学に来て下さい！ 

 ・事業所の雰囲気を確認しましょう！ 

・実際の作業を体験してみましょう！ 

２【体験】 

数日程度の体験を行い、自分に合うか 

  確かめましょう！ 

３【利用開始】 

利用の日数・時間を相談して決めまし 

ょう！ 

※ 利用には、お住まいの市町村の支給決定が

必要です。お気軽にご相談下さい。 

 

１【誕生会】 

利用者のみなさんと毎月開催していま

す。お弁当とケーキ等を食べながらお 

しゃべりして、 

みんなで楽しい 

時間を過ごします。 

２【花見】 

利用者のみなさんと春の季節に、桜の見

える場所で開催しています。桜を見なが

らお弁当やお菓子等を食べながらおしゃ

べり等して、みんなで楽しい時間を過ご

します。 

３【その他】 

今後、上記以外のレクリエーションも 

 増やして行きたいと思っております。 

利用までの流れ 主な生産活動作業 

工賃 

その他活動 

■ 毎月生産活動で得た収入から経費を差し

引いた金額を生産活動に従事した利用者

に配分します。 


